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　市民の障害に対する理解が進み、障害のある人が地域の中で自立した生活を送る
ことができるとともに、社会のあらゆる場面に参加できるまちを目指します。
　そのため、障害についての理解促進や障害福祉サービス等の充実に努めるととも
に、障害のある人の社会的障壁（※）をなくすために必要とされる合理的な配慮を行
います。
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成果指標 目 標 値
（平成31年度末）

現 状 値

70.0％58.3％障害についての理解度

（平成26年度末）

（※）障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で、妨げとなるような、社会における事物（利用しにくい
　　　施設、設備など）、制度（利用しにくい制度など）、慣行（障害のある人の存在を意識していない慣習、文化な
　　　ど）、観念（障害のある人への偏見など）その他一切のもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●平成18（2006）年に障害者権利条約が国連で採
択されました。この条約は、障害のある人の人
権や基本的自由の享有を確保し、障害のある人
の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とし
て、障害のある人の権利を実現するための措置
等を規定しています。我が国においても、条約
の批准に向けて国内法の整備が進められ、平成
26（2014）年1月に正式に締結国となりました。
これに伴い、障害のある人の権利の実現に向け
た取組みを一層推進することが求められていま
す。

●平成26（2014）年に本市が行った福祉に関する
アンケート調査の結果によると、差別を受けた
経験がある、又は少しあると回答した障害のあ
る人は、34.5％となっています。こうした障
害者差別については、市民一人ひとりの障害に
関する知識・理解の不足、意識の偏りに起因す
る面が大きいと考えられることから、市民の障
害に関する理解を促進する必要があります。

●障害のある人が個人としての尊厳にふさわしい
日常生活や社会生活を営むためには、必要とす
る障害福祉サービス等を受けながら、自ら居住
場所の選択ができるような環境づくりが必要で
す。こうした環境づくりを進めていくうえで、
施設入所者や退院可能な精神障害者が地域生活
へと移行できる環境整備として、相談支援体制
の整備やグループホームなどの生活の場の確保
等が課題となっています。また、障害のある人
が地域で自立した生活を送るためには所得の確
保が重要ですが、障害のある人の就職状況は非
常に厳しいため、就労促進が一層求められるよ
うになってきています。

●情報機器や情報伝達技術の進歩により、障害の
特性に応じた情報の収集や意思疎通の手段が多
様化しています。こうしたことを踏まえ、障害
のある人の社会参加を一層促進する必要があり
ます。また、余暇活動や社会活動をしていない
障害のある人も多く見受けられることから、障
害のある人が様々なスポーツや文化芸術活動に
参加でき、生活の質を高めることができるよう
な環境整備が求められています。

現況と課題

第3編

第４章

基本
方針

障害があっても、みんなと一緒に
自分らしく暮らせるまち
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　障害のある人への差別の解消及び権利擁護のために、市民や事業者への障害に関する広報啓発
を行い、障害への理解を促進します。

視点１ 障害のある人への理解促進

　障害のある人が安心して地域で生活できるよう、相談支援体制や生活支援サービスの充実、地
域生活への移行支援など、利用者の立場や視点に立ったサービス提供体制の充実を図るとともに、
保健、医療、福祉の関係機関との連携強化を図ります。また、地域で自立した生活を送るため、
障害者優先調達や雇用を促進するための啓発活動の推進など、国・県及び関係団体と連携し、雇
用と就労を充実することにより、経済的自立の支援に取り組みます。

視点２ 障害のある人の生活支援

　情報のバリアフリー化の推進や手話通訳、要約筆記等の情報・意思疎通の支援など、一人ひと
りの障害特性に配慮したよりきめ細やかな情報提供やコミュニケーション支援の充実に努めます。
また、障害のある人が様々なスポーツや文化芸術活動に参加できるよう活動機会の拡大を図りま
す。

視点３ 障害のある人の社会参加の促進

大牟田市まちづくり総合プラン

障害者就労支援施設での作業風景

4. 基本目標達成のための施策

施策推進の視点

・障害者差別解消に向けた広報啓発事業

・障害者自立支援協議会活動推進事業

・障害者情報・意思疎通支援事業

主な事業

や
さ
し
さ

第
３
編



　将来にわたり誰もが健康で安定した生活を送ることができるまちを目指します。
　そのため、医療保険制度について、安定的な事業運営に努めるとともに、制度の
正しい理解促進に努めます。また、生活に困窮している人に対し、地域社会の一員
として充実した生活を送ることができるよう、経済的・社会的自立のために必要な
生活支援を行います。
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●国民健康保険制度は、国民皆保険制度の基盤と
して重要な役割を担い、医療の確保と健康の保
持増進に大きく貢献してきました。しかしなが
ら、長引く地域経済の低迷で国民健康保険税の
伸びが期待できない反面、一人当たりの医療費
は年々増加しています。このため、医療費適正
化とともに、生活習慣病をはじめとした疾病の
早期発見、早期治療、重症化の予防に取り組ん
でいく必要があります。

●国民健康保険制度が抱えている、年齢構成、財
政基盤、財政の安定性、市町村格差といった構
造的な問題は深刻さを増しています。このため、
事業運営の見直しとして、平成30(2018)年度
から都道府県が市町村とともに事業の運営を担
うこととされており、制度が始まって以来の最
も大きな改革に対応していく必要があります。

●福岡県における一人当たりの後期高齢者医療費
は全国で最も高く、高齢期の健康づくりととも
に医療費の適正化が必要となっています。また、
後期高齢者医療制度は、見直しに向けて検討さ
れていることから、制度の運営を行う福岡県後
期高齢者医療広域連合と連携を図りながら、制
度理解の啓発に努める必要があります。

●国民年金制度は、老後の生活をはじめ、障害に
なったときや一家の働き手が死亡したときなど
に、本人又は家族の生活を守る重要な位置付け
にあります。しかしながら、保険料未納者が増
加していることから、将来の受給権の確保が危
惧されています。このため、制度の運営を行う
日本年金機構と連携を図りながら、制度の周知
に努めることが必要です。

●非正規雇用の増大などに伴い、生活に困窮して
いる人が増加しています。それらの人は、経済
面だけではなく、健康、仕事、家族関係など多
様で複合的な課題があることが懸念されます。
このような中、既存の制度や福祉サービスを活
用しつつ、ワンストップで生活全般にわたる支
援を提供する仕組みをつくり、生活困窮者の自
立の促進を図ることを目的に、平成27(2015)
年4月に生活困窮者自立支援法が施行されまし
た。そのため、生活困窮者に対する包括的な支
援を実施し、経済的・社会的な自立を図る必要
があります。

●生活保護世帯数は、平成20(2008)年の世界同
時不況以降、急激に増加し、その後はゆるやか
になっているものの増加傾向にあります。健康
で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、
被保護者の自立の支援を強化し、適正な保護の
実施に努める必要があります。

現況と課題

第3編

第５章

基本
方針

将来にわたり誰もが安定した生活を
送ることができるまち

成果指標 目 標 値
（平成31年度末）

現 状 値

60.0％30.3％

年56件

国民健康保険の特定健康診査受診率

就労収入増による保護廃止件数

（平成26年度末）

延240件
（年60件）
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　特定健康診査をはじめとした、保健事業や健康づくり事業とあわせて、医療費適正化のため、
レセプト点検の充実・強化の取組みなどを進めます。また、平成30(2018)年度から都道府県が
市町村とともに国民健康保険事業の運営を担うこととされていることから、その対応への取組み
を行います。

視点１ 国民健康保険制度の適正な運営　

　福岡県後期高齢者医療広域連合と連携を図りながら、保険料の徴収及び健康づくりの促進を図
るとともに、制度の周知啓発に努めます。

視点２ 高齢者医療制度の適正な運営

　無年金者の発生防止のため、日本年金機構との連携・協力により、国民年金制度の周知に努め
ます。

視点３ 国民年金制度の周知

　生活に困窮している人の状況を早期に把握し、関係機関との連携及び支援体制の構築により、
一人ひとりの状況に応じた包括的かつ継続的な支援を行います。

視点４ 生活困窮者の自立支援

　最後のセーフティネットとして、生活保護を適切かつ迅速に適用し、不正受給等には厳正に対
処するとともに、被保護者の自立や生活上の問題に対しても、的確な援助方針を作成し、生活保
護の適正な実施に努めます。

視点５ 生活保護の適正実施

大牟田市まちづくり総合プラン

特定健康診査における集団健診

4. 基本目標達成のための施策

施策推進の視点

・生活困窮者自立支援事業

・国民健康保険保健事業

主な事業

や
さ
し
さ

第
３
編
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「ぼくたち、私たちが描く未来のまち・おおむた」入賞
平原小学校６年　岩﨑藍さん　（平成26年度当時）


